
議事録 

審議会等名 令和 7 年度第 1 回つくばみらい市感染症予防対策委員会  

開 催 日 令和７年１０月１７日（金曜日） 

開 催 場 所 つくばみらい市役所 伊奈庁舎２階 会議室１、２ 

出 欠 者 

出席委員 片倉委員長、大山委員、古谷委員、飯泉委員、鈴木委員、

飯泉委員、大澤委員、海老原委員、浅川委員、沼尻委員、

坂入委員、菊地委員、陶委員  

欠席委員 境野委員、藤田委員  

事 務 局 石井課長、小菅課長補佐、新関主査、名越 

議 題 

・つくばみらい市新型インフルエンザ等行動計画と県行動計画につ

いて 

・その他  

議 事 概 要 

１ 開会 午後１３時３０分 

２ あいさつ 

３ 委員、事務局紹介 

４ 協議事項 

（１）つくばみらい市新型インフルエンザ等対策行動計画（案）につ

いて（事務局説明） 

 

・質疑応答  

 

〇委 員：１９ページ３－３「地方債」について指摘があったようだ

が、県の行動計画には記載があるのか。 

〇事務局：県行動計画の３０ページの中央部分に記載されている。  

〇委 員：それならば個人的には、記載するかしないかは、事務局の

判断に任せる。  

〇委 員：市行動計画の 16 ページ（４）「指定地方公共機関」とは、

具体的には何を指すのか明記した方が良い。  

〇事務局：市だけではなく、ガスや水道や電気等のライフラインに関

する機関も含んでいる。単語解説の追記を検討する。  

〇委 員：市行動計画の２７ページ１－３－２「地方公務員」とある

が、地方公務員とはだれを指すのか。市職員ではないのか。 

〇事務局：市職員を指す。わかりやすいように訂正する。  

〇委 員：市行動計画の３７ページ準備期の（２）1－2 市は介護・

福祉部門を連携しとあるが、当市は、介護と福祉は一緒で

あり、連携というのは適切ではないため、訂正が必要では



ないか。 

〇事務局：訂正する。  

〇委 員：市行動計画４１ページに「児童・生徒の発達及び発育への

影響」とあるが、県行動計画では「こども」とある。児童・

生徒だと、小学校以上の子をイメージするが、こどもの記

載だと、それ以下の年齢の子も含む印象がある。どちらが

良いのか。  

〇事務局：「こども」の方が適していると考える。訂正する。  

〇委 員：市行動計画３７ページの「物資」について、施設では自主

的にマスクなどの感染症対策物品を備蓄している。しか

し、新型インフルエンザ等の感染症流行時には、想定を上

回る物資が必要になり、流通も途絶えることが予想され

る。そこで、食料はどうなるのか。施設では 3 日分の食料

は貯蓄しているが、コロナ時は厨房の職員が感染し、食事

を提供できないことがあった。物資と記載があるが、そう

いった食料も対象になるのか。  

〇事務局：現時点では、そこまで考えていない。計画に記載しないに

しても、緊急時に対応できるように保健所にも確認してい

く。 

〇委 員：行政への報告について、施設で 10 人以上の感染者が発生

した場合には、保健所に報告している。コロナの時には、

共有の意味で市にも報告していたが。今後については市へ

の報告はどうなるのか。 

〇事務局：基本的には県（保健所）への報告であるが、クラスター発

生時は県と市が連携して現場対応を行っている。保健所と

確認し、今後検討する。 

〇委 員：市行動計画３５ページ ２－３「濃厚接触者」という言葉

があるが、施設ではこの言葉には敏感にならざるを得な

い。現在は感染症が発生しても、濃厚接触者とう言葉でる

ことなく、対応も特にしていないが、計画に明記するのか。 

〇事務局：感染症の種類によっても変わる。新たな感染症が発生した

際の「濃厚接触者」という意味合いになる。  

〇委 員：県も使っているのか。  

〇事務局：使っている  

〇委 員：「濃厚接触者」について、病原体により感染力や距離の定

義が異なるため、濃厚接触者の定義を定めるまでには相当

の時間がかかる。新型インフルエンザ等が新たに発生した

場合には、今までの状況から考えた常識的な判断が必要。 

〇委 員：新たな感染症への対応は、国際的に考えると WHO が一番



に対応し、各国が WHO の方針に従って対策を講じる。日

本においては、国の対策に沿って県が対応し、県の対策に

沿って市が対応する。国・県・市の明確な役割分担が重要。 

 

〇委 員：３月の議会報告後に市民へ周知するのか。  

〇事務局：周知する 

〇委 員：市民が分かり易いよう、概要版が必要かと思う。  

〇事務局：パブリックコメントまでに概要版を作成予定。  

〇委 員：市行動計画２６ページ（１）目的「発生した場合」になの

か。 

〇事務局：発生後にワクチンを検討する趣旨であり、記載は妥当であ

る。 

〇委 員：今回の意見を反映した、市行動計画の修正版はもらえるの

か。 

〇事務局：今回の意見をもとに課内協議し、修正版を配布する。  

 

５ その他について  

〇事務局：次回のつくばみらい市感染症予防対策委員会は、令和８年

１月を予定。詳細は追って通知する。  

 

６ 閉会 午後２時３０分 

そ の 他 傍聴者０名 

 


